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平成２３年第三回定例会提出予定案件

都議会民主党政策調査会

区 分 件 数 件 名

条例案
件

８ １一部を改正する条例 …………………………………………………（８）

東日本大震災における原子力発電所

の事故による災害に対処するための

地方税法及び東日本大震災に対処

するための特別の財政援助及び助成

に関する法律の一部を改正する法律

（平成２３年法律第９６号） 平成２３年

８月１２日施行

（１）都税に関するもの…………………………………………………（１）

①東京都都税条例の一部を改正する条例（主税局）

「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する

法律」の施行等に伴い、規定の整備を行う。

○ 改正内容

・不動産取得税（原子力災害関係）

原子力災害に係る警戒区域内家屋又はその敷地の所有者等が、代替家屋・土地を平

成２３年３月１１日以後に取得した場合、警戒区域内家屋の床面積相当分とその敷地の

土地の面積相当分には課税しない特例措置を講ずる。

・不動産取得税（地震・津波対策関係）

原子力発電所の事故以外の地震・津波による被災代替家屋等の取得に係る不動産取

得税の特例について、不動産の取得の適用日を平成２３年３月１１日以後とする。

・固定資産税・都市計画税

東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する特例の適用を受けようとする者に対し

て、申告に関する手続きを定める。

施行日：公布の日
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区 分 件 数 件 名

高齢者の居住の安定確保に関する法律

等の一部を改正する法律（平成２３年法

律第３２号） 平成２３年１０月２０日施行予

定

（２）組織・施設等に関するもの………………………………………（１）

①東京都立学校設置条例の一部を改正する条例（教育庁）

東京都特別支援教育推進計画に基づき、３校を設置する。

○ 設置

・練馬特別支援学校（練馬区高松六丁目１７番１号）

－ 知的障害特別支援学校（高等部）

・府中けやきの森学園（府中市朝日町三丁目１４番地の１）

－知的障害（小・中・高等部）、肢体不自由（小・中・高等部）併置校

・武蔵台学園（府中市武蔵台二丁目８番地の２８）

－知的障害（小・中・高等部）、病弱教育（小・中学部）併置校

施行日：公布の日

（３）使用料・手数料に関するもの………………………………………（１）

①東京都高齢者円滑入居賃貸住宅登録手数料条例の一部を改正する条例

（都市整備局）

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の一部改正に伴い、規定を整備する。

○ 改正内容

・題名の改正

「東京都サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料条例」に改める。

・登録手数料

８００円（現行どおり）

施行日：平成２３年１０月２０日



- 3 -

区 分 件 数 件 名

人事院規則９－１２９（東日本大震災に対

処するための人事院規則９－３０（特殊

勤務手当）の特例） 平成２３年６月２９日

施行

防衛省の職員の給与等に関する法律施

行令の一部を改正する政令（平成２３年

政令第１９０号） 平成２３年６月２９日施行

（４）職員等に関するもの…………………………………………………（２）

①警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

（警視庁）

②東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

（東京消防庁）

東日本大震災に伴う災害派遣等に係る特殊勤務手当について、自衛隊員及び国家公

務員に支給される手当の支給額及び支給範囲が改められたことを踏まえ、支給要件及び

支給額の上限の特例を定める。

○ 改正内容

福島第一原子力発電所及びその周囲における業務は、原子炉建屋への放水活動など災

害現場での対応が主であり、自衛隊員の業務に類似することから、防衛省令に準拠する

改正を行う。

また、原子力発電所周辺以外での業務は、広く国家公務員に適用される人事院規則を

参考に改正を行う。

１） 警視庁関係

・ 爆発物等処理手当（条例第１１条）

（改正前）

特殊危険物（サリン、放射線、一類感染症等） 日額 ５，５００円

（改正後）

特殊危険物による被害の防止のための措置又は特殊危険物の処理（東日本大

震災に対処するためのもの） 日額４２，０００円

・ 特別救助手当（条例第１５条）

（改正前）

第１５条第１項第２号に掲げる業務 日額１，６８０円

（改正後）

引き続き５日以上従事した場合及び著しく危険である区域として人事委員会の

承認を得て規則で定める区域で当該業務に従事した場合 日額 ５，０４０円

２） 東京消防庁関係

・ 出動手当（条例第３条）

（改正前）

サリン、放射線、一類感染症等の発生している状況下での消防活動

日額 ５，５００円

（改正後）

緊急事態応急対策実施区域等における消防活動 日額４２，０００円

・ 救出救助手当（条例第７条）

（改正前）

第７条第１項第３号に掲げる業務 日額１，６８０円

（改正後）

引き続き５日以上従事した場合及び著しく危険である区域として人事委員会の

承認を得て規則で定める区域で当該業務に従事した場合 日額 ５，０４０円

施行日： 公布の日（ただし、平成２３年３月１１日から適用する。）
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区 分 件 数 件 名

災害救助法施行令の一部を改正する政

令（平成２３年政令第２１２号） 平成２３年

７月６日施行

地方自治法の一部を改正する法律（平

成２３年法律第３５号） 平成２３年８月１日

施行

スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）

平成２３年８月２４日施行

（５）法令改正に伴い規定を整備するもの………………………………（３）

①災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例

の一部を改正する条例（総務局）

「災害救助法施行令」の一部改正に伴い、障害等級に係る規定の整備を行う。

○ 改正内容

外貌に係る障害について、性別に関わりなく障害等級を規定するよう改める。

・外貌が著しく醜くなったもの

女子 第７等級 男子 第１２等級 → 第７等級（女子と同一）

・外貌が相当程度醜くなったもの → 第９等級（男女とも新設）

・外貌が醜くなったもの

女子 第１２等級 男子 第１４等級 → 第１２等級（女子と同一）

施行日：公布の日

②東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に

関する条例の一部を改正する条例（選挙管理委員会事務局）

「地方自治法」の一部改正に伴い、議員定数の法定上限が撤廃されたため、規定の整

備を行う。

施行日：公布の日

③東京都スポーツ振興審議会に関する条例の一部を改正する条例

（スポーツ振興局）

「スポーツ基本法」の施行に伴い、審議会に係る規定の整備を行う。

施行日：公布の日
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区 分 件 数 概 要

契約案
件

９

①警視庁志村警察署庁舎（２３）改築工事（警視庁）
１）契約金額 ３１億９，７２５万円 工期 平成２６年８月２９日

２）契約相手 淺沼・ヒューテック・歌建設共同企業体

３）工事場所 板橋区東坂下二丁目２２番１１ほか

４）工事概要 鉄骨鉄筋コンクリート造（一部鉄筋コンクリート造）

地下１階地上８階建て 延べ床面積21,484.40㎡

②警視庁有家族待機宿舎東大和住宅（仮称）（２３）新築工事（警視庁）
１）契約金額 ３１億２，９００万円 工期 平成２６年２月２８日

２）契約相手 鹿島・鉄建・岩本建設共同企業体

３）工事場所 東大和市桜が丘三丁目４４番７

４）工事概要 鉄筋コンクリート造 地上８階建て（４棟） 延べ床面積29, 467.93㎡

③中央環状品川線中目黒換気所建築工事（建設局）
１）契約金額 １５億５，４００万円 工期 平成２５年１０月７日

２）契約相手 鹿島・青木建設共同企業体

３）工事場所 目黒区中目黒一丁目地内

４）工事概要 換気所 地上形状32.30ｍ×42.80ｍ×52.57ｍ

④都立第五商業高等学校（２３）校舎棟改築工事（教育庁）
１）契約金額 １２億９，５７０万円 工期 平成２５年３月８日

２）契約相手 佐藤・淺川建設共同企業体

３）工事場所 国立市中三丁目４番地の１

４）工事概要 校舎棟 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）

地上３階建て 延べ床面積11,119.66㎡

⑤東京消防庁日野消防署庁舎（２３）新築工事（東京消防庁）
１）契約金額 ７億４，２３５万円 工期 平成２５年７月３１日

２）契約相手 りんかい日産・扶桑建設共同企業体

３）工事場所 日野市神明二丁目１４番３

４）工事概要 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下１階地上４階建て 延べ床面積3,911.16㎡

⑥黒目川黒目橋調節池工事（その１０）（建設局）
１）契約金額 ３０億９，０１５万円

工期 平成２８年３月１５日（技術提案により落札した場合、提案書に記載された工期）

２）契約相手 大林・前田・大本建設共同企業体

３）工事場所 東久留米市大門町二丁目地内から同市浅間町二丁目地内

４）工事概要 掘削・仮設、３号池躯体構築、黒目川取水堰構築
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区 分 件 数 件 名

⑦国分寺陸橋（仮称）鋼けた製作・架設工事（２３北北－国分寺３・２・８）

（建設局）
１）契約金額 ６億６，１４４万７，５００円 工期 平成２６年３月７日

２）契約相手 株式会社ＩＨＩインフラシステム

３）工事場所 国分寺市内藤一丁目地内から同市日吉町一丁目地内

４）工事概要 橋長 １９９．５ｍ 幅員 ２４ｍ ５径間連続鋼床版箱けた橋

⑧都庁舎（２３）昇降機設備改修工事その３（財務局）
１）契約金額 ２０億１，０７５万円 工期 平成２６年３月１５日

２）契約相手 三菱電機ビルテクノサービス株式会社（随意契約）

３）工事場所 新宿区西新宿二丁目８番１号

４）工事概要 第一本庁舎（北側） 一般用エレベーター更新1６基 他

⑨都庁舎（２３）昇降機設備改修工事その４（財務局）
１）契約金額 １９億４，２５０万円 工期 平成２６年３月１５日

２）契約相手 株式会社日立ビルシステム（随意契約）

３）工事場所 新宿区西新宿二丁目８番１号

４）工事概要 第一本庁舎（南側） 一般用エレベーター更新1６基 他
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区 分 件 数 概 要

事件案

件

３

①東京都立学校における誤えん事故に伴う損害賠償の額の決定について

（教育庁）

東京都立学校教員の過失による誤えん事故に伴う損害賠償の額を決定する。

○ 事件概要

平成２０年６月１８日、東京都立江戸川特別支援学校中学部修学旅行の際、担任教諭の

過失により、同校生徒に食物を誤えんさせ、窒息による低酸素状態により失明させたこと

等による損害について、損害賠償として、３，８１２万３，６７５円を支払う。

②首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意につい

て（建設局）

首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の事業計画変更について、道路管理者として

同意する。

○ 主な変更内容

１） 料金の額（平成２４年１月１日以降会社が別に定める日から）

・料金圏のない対距離制の導入 普通車 （下限）５００円 （上限）９００円

ただし、現金車は利用可能な最遠の出口等までの料金距離に応じた額

※ 平成２４年から償還完了（平成６２年）まで

・各種割引（主なもの）

物流事業者向けの拡充

契約単位 ： 現行 ５％ → １０％ 車両単位 ： 現行 １２％ → ２０％

中央道との乗継割引（高井戸・永福間） 普通車 ２００円引

中央環状線迂回利用割引 普通車 １００円引

電気自動車割引（EV割引）

※ 平成２４年から平成２６年３月３１日まで

２） 工事の内容

・ 晴海線（晴海・豊洲間） 道路幅員拡大（大型車同士の追越し幅の確保）

・ 中央環状品川線 仮出口追加（国道３５７号）

・ ６号線（堀切・小菅JCT間） 道路幅員拡大（３車線→４車線）

・ ５号線（板橋・熊野町JCT間） 道路幅員拡大（３車線→４車線）

・ ７号線（小松川JCT） 入口追加（中央環状線への接続）

・ 防災安全対策（対策工法追加）
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区 分 件 数 件 名

③防護服セット外１種の買入れについて（警視庁）
原子力災害発生時において、捜索及び警戒等に従事する警察官の放射性粉塵による被ば

くを防ぐため、防護服セット外の買入れを行う。

１）種類数量

防護服セット １０万９，５００セット

雨具セット １０万９，５００セット

２）契約金額 ４億９，８９９万１，５００円
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区 分 件 数 件 名

人事案 ５
・東京都名誉都民の選定の同意（２名）（生活文化局）

小野 喬

水木 しげる

・東京都教育委員会委員の任命の同意（１名）（教育庁）

（定員６人 任期４年 うち１人任期満了）

再任 ： 竹花 豊 （平成23年９月30日任期満了）

・東京都監査委員の選任の同意（１名）（監査事務局）

（定員５人 任期４年 うち１人任期満了）

再任 ： 金子 庸子 （平成23年10月14日任期満了）

・東京都収用委員会予備委員の任命の同意（１名）（収用委員会事務局）

（定員２人以上 任期３年 うち１人任期満了）

再任 ： 西道 （平成23年９月30日任期満了）
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今後提出を予定している案件

区 分 件 数 件 名

条例案
件

１ （区市町村との協議後に提出）

平成２３年度における子ども手当の支

給等に関する特別措置法（平成２３年

法律第１０７号） 平成２３年１０月１日

施行予定

①東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

（教育庁）

「平成２３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」の施行に伴い、子ども手

当の支給を平成２４年３月まで延長するとともに、支給額を変更するため、規定の整備を行う。

施行日：平成２３年１０月１日

区 分 件 数 件 名

事件案
件

１ （裁判により都が敗訴した場合に提出）

①元職員の退職に係る損害賠償請求事件に関する控訴提起について

（総務局）
平成１６年３月５日付けで非違行為により諭旨退職した元職員が、同諭旨退職は強要によ

ること等を理由に、都に対して９，４１０万円余の損害賠償を請求した事件。

東京地方裁判所の判決が平成２３年９月２０日に言い渡される予定であるが、仮に東京都

が敗訴した場合、控訴提起を行う。

○ 対応

（敗訴額が３，０００万円超の場合） ⇒ 一般質問日（９月２９日）に中途議決

法定期限である平成２３年１０月４日までに控訴提起するため、議案を提出。

（敗訴額が３，０００万円超で、かつ、仮執行宣言が付された場合） ⇒ 判決日に専決処分

直ちに控訴して強制執行停止決定を得る必要があり、議会を招集する時間的余裕がない

ため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、知事が専決処分。

※ 敗訴額が３，０００万円以下の場合は、「訴えの提起等及び和解に関する知事の専決

処分について」（平成１３年１０月５日議決）に基づき知事が専決処分（４定で報告）。


